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鈴木秀和議員からの一般質問 

【リニア残土問題について】 

 

〇鈴木議員 

リニア審議会の答申を受け、５月１０日に町としての交渉方針を発表、５月１４日にＪＲ

東海との協議を開始したところ、瑞浪市大湫町でトンネル工事を原因とした井戸の水枯れ

問題が発生し、５月１６日から交渉を一時停止した状況になっています。この瑞浪市大湫の

水枯れ問題について、７月１４日付の中日新聞の見出しを見られましたか。その見出しは、

「費用多大で詳しい調査考えず」「工事止めて収まるわけでない」「工事を優先、環境軽視」

です。フォーラムでの対応、その他ＪＲ東海に関する各種情報等から、まさにＪＲ東海の姿

勢を言い当てるように感じましたが、町長はどのように思われましたか。その後、本件への

対応のため岐阜県の環境影響評価審査会がこれまでに４回開催され、対策協議が行われて

います。町の担当者の方も傍聴に行かれているので内容は承知されていると思いますが、よ

うやく審査委員とＪＲ東海で協議がかみ合ってきたという感じで見ています。すなわち、Ｊ

Ｒ東海の対応は、新聞の見出しのとおりで、自ら行動するのではなく、審査会の審査委員が

相当に追及し初めて対応するスタンスであることがよく分かります。８月９日に古田知事

が次の知事選に出ないことを表明されました。その新聞記事にあった瑞浪市長のコメント

を紹介します。「古田知事が一貫して言われたのは、“住民の声をよく聞いて、ＪＲ東海に厳

しいことを言っていいし、言いなさい”だった。」とのことです。ぜひこの姿勢で交渉に臨

んでいただきたいと思います。まずは残土問題についてＪＲ東海との交渉を再開する条件

は何か、についての町長の考えをお聞かせください。 

次に水枯れ問題と発生土置き場問題、２つに分けて質問します。まずは水枯れ問題です。

今回の水枯れ問題は、水源である井戸水が枯れたもので、生活用水、農業用水に影響を与え

た、まさに生活に直結する環境問題です。御嵩町におけるリニアトンネル工事においてもあ

り得ないことではありません。事前の調査、現状確認がまずは必要と思いますが、町として

の事前確認への対応状況を教えてください。なお、それには重要湿地の事前調査も含まれて

いますか。湿地の件は生活環境に直結する問題ではないということで置き去りにされてる

ということはないでしょうか。ここで確認をしておきたいと思います。さらに、ＪＲ東海に

対し事前の調査、発生予測の検討を要請されると思いますが、どんな内容を考えておられる

のか教えてください。 

次に、水枯れ問題を起こさないのが重要であることは言うまでもありませんが、万一発生

した場合の対応についてです。起きてからでなく、事前に想定しておく必要があると思いま

す。最終的には生活環境への影響を解消する対策、具体的には新たな水源の確保、水道など

の別の供給源確保などが検討されると思います。しかし、その補償期間が 30年と言われて

います。公共事業の補償期間に準ずるとのことですが、先祖代々長きにわたり確保されてき

た水源について、今後は 30 年しか補償しませんということです。この 30 年補償という期

間についての町長の考えをお聞かせください。先程申し上げたとおり、湿地に水枯れが起き

ても、生活そのものに直結しないということで、湿地の水枯れは、重要湿地と言えども補償

対象にならないのか、それとも当然に対象となるのか、その点についても見解をお聞かせく

ださい。 

瑞浪市大湫の１日の湧水量は 1,500～2,000ｔ、25ｍプール 4,5 杯分相当です。多治見の

大針工区は瑞浪の２倍、１日 4,000ｔ近い湧水が発生しています。ただし、こちらは具体的

な環境への影響は出ていません。水枯れの問題は、地盤の状況等によるもので、そのメカニ

ズムは簡単でないことは審査会のやり取りなど聞いて感じております。なんとなく断層が

水枯れの大きな要因になりうるということも理解できます。当該地には次月断層がありま

す。リニアトンネルはその断層を横切っていくようにみえます。この湧水、水枯れの問題は

仮定の話ということでなく、起こりうるという前提での検討、対応をお願いしたいと思いま

す。また、町による事前の調査報告、ＪＲ東海の調査、検証結果等も含めて、適宜適切に情
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報開示していただくよう併せてお願いします。 

次にリニア残土問題です。こちらは交渉を開始した途端に停止という状況になっており、

瑞浪の水枯れ問題がはっきりしないと再開はないものと思っております。リニアは大きな

目で見れば、超電導という新しい技術の実用化、新幹線交通網の二重化などメリットは多く

あると思いますが、御嵩町という狭い範囲で見れば、リニアはほぼトンネル内を通過するだ

けの存在で、残土、水枯れ等の問題事を発生させる可能性がある厄介ものでメリットは全く

ないと思います。前町長も、ゴルフ場開発の頓挫で町有地となった部分に残土の活用で工業

団地はできないか、あるいは、リニア残土を活用して亜炭鉱跡空洞の充填ができないか等、

模索されましたが、ＪＲ東海は対応できず、結局、御嵩町にとってメリットはない、という

発言に至りました。ＪＲ東海との交渉にあたり、例えば環境保全に対する金銭面の協力、残

土置き場使用料の徴収など、メリットを追求すべきと思った時期もありましたが、これまで

の経緯等を見ると、メリット追求でなく、デメリットを極力減らす交渉をすべきと思ってい

ます。具体的には、少なくともＪＲ東海の所有地である候補地Ａ以外、残土を受け入れる必

要はないと思います。瑞浪より名古屋方面に向かって御嵩町以外、瑞浪、可児、多治見、春

日井において要対策土は当然ながら、健全土の残土置き場もありません。砂利を取った跡地、

陶土を取った跡地など、民間の処分場に埋め戻し材として持ち込み処理しています。単なる

処分でなく、残土を有効利用しています。御嵩町もＪＲ東海に対し、他市と同じようにして

ください、と言えば済む話ではないでしょうか。御嵩町に与える被害を最小限に、すなわち

住民に極力迷惑をかけないように工事をして、リニアが通過してくれれば良い、騒ぎを起こ

さないでくれ、というのが町民の本音のように感じていますが、町長はどのように思われま

すか。以上です。 

 

〇町長 

いただいた質問のうち、大きく１つ目、瑞浪市大湫町で発生しました地下水位の低下事案

への対応についてお答えいたします。お答えするにあたり、はじめに本町のスタンスを明ら

かにしておきます。本町は国家事業を担うＪＲ東海によるリニア建設の早期開通を要望す

るだけでなく推進していく立場でございます。従って、本町はＪＲ東海に対して言うべきこ

とは言う、必要な対峙はすれども決して対決する立場ではございません。その意味で、今回

発生しました瑞浪市における地下水位の低下事案は、私は明らかにＪＲ東海と対峙が必要

な局面であると考え、行動させていただきました。すなわちＪＲ東海に対する置き場計画の

協議の一時停止の申し入れは、ＪＲ東海から事案の詳細な説明がなく、原因の究明と対策の

妥当性の検証がなく、喫緊の報告なく進んでいたと思われる、と判断したものです。水の問

題は住民の平穏な生活環境に与える影響が大きく、その部分に支障が生じたわけですので、

そこはしっかり対応していただきたい、との思いで申し入れを行いました。ＪＲ東海による

その後の県や瑞浪市への報告、県環境影響評価審査会地盤委員会における審議の状況は注

視しておりますが、ＪＲ東海の姿勢に対する評価につきましては、このたびの直接の当事者

の立場にないため控えさせていただきます。ただ、いずれにしましても、自社の方針を貫く

だけでなく、住民の声や地元が求めることに真摯に耳を傾けていただかないと、なかなか解

決に向けた理解が深まらないのではないかと思っております。 

協議の一時停止の再開については、もう少し事案の推移や県審査会における議論の行方

を見定める必要があるのではないかと考えております。とはいえ、県審査会ではこれまでに

５回の議論を経て、今回の事案の詳細はある程度判明し、事案発生時に必要な喫緊の報告体

制は、ＪＲ東海から県と沿線市町に同時に報告される連絡網が整備されるなど情報の共有

が図れてきました。原因の究明や対策の妥当性に係る検証については、これから明らかにな

る部分もあると思いますので引き続き注視してまいりますが、県審査会の委員からは、議論

の中で度々、事前のデータに基づく科学的推定の根拠が挙げられております。今後、本町が

ＪＲ東海に対し対応を求めていく際にも、事前のデータが必要になる場合が当然あると思

いますので、そのための協議や伝達は必要なことと捉えております。 
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続いて、地下水位の低下事案を受けた本町の事前調査の対応状況等についてお答えいた

します。ＪＲ東海は、本町工区付近における水資源の利用状況の把握とモニタリング地点に

よる水位等調査を過去に実施しており、その把握結果は前回の議会で企画部長が答弁した

とおりです。今回、この把握に加えた本町独自の対応として８月にかけて、美佐野自治会と

次月自治会の皆様及び工業団地の事業所を対象に利用状況の把握調査を実施いたしました。

皆様からの報告で把握できました地下水等の利用状況は、その位置や利用の実態なども踏

まえて調査地点の箇所を選定し、井戸等の地下水位、水量の調査を令和７年度にしてまいり

たいと考え、現在検討を進めているところです。なお、重要湿地についての確認がございま

したが、ＪＲ東海による水位等調査には当地の沢地点のモニタリングが含まれ、その結果は

比較し得るデータとして積み重ねられております。また、トンネル工事の着手までに行われ

る動植物の調査や工事の着手後に行われるモニタリングでは、環境影響評価の中で工事の

前後を比較できる形で行われるものになると思っております。更に県審査会の委員からは、

大湫町の湿地への影響確認について、「湿地の機能や状態を把握するうえで水位の確認のみ

で十分であるか」や「現在のモニタリング対象の湿地以外に周辺湿地への影響もモニタリン

グの対象とするよう」意見されております。大湫町の盆地と本町美佐野の山林には違いがあ

るため一概には言えないと思いますが、必要に応じてこの意見は取り入れていきたいと考

えております。 

続いて、万一、地下水位の低下事案が発生した場合の 30年の補償期間に対する考え方に

ついてご質問いただきましたが、この補償の考え方は、本町その他自治体が適用し利用する

公共工事による施工に起因する事業損失の損害補償に準じたものであり、井戸等の生活用

水やため池等の農業用水などの利用や使用の権利、或いは財産上の損失に対し、適正な補償

を受けていただくためのものでございます。補償は事務処理要領に基づく各基準に則して

算出され、年数や金額にも一定の根拠を持ったものと言えるため、この考えに準じた補償で

あれば合理性のある考え方との認識です。しかしながら、今回ＪＲ東海が設置しようとする

代替水源としての井戸掘削や給水槽への管路引き込みなど、将来も見据えた代替策を考え

る余地はあるのではないかと考えております。なお、湿地に対する補償の考え方についてで

すが、仮に事案が発生したとしても、損害の対象が不明確であるため事業損失と位置付ける

ことは困難と考えます。町有地を管理する本町にとりまして、当該湿地の利用や使用の権利

或いは財産上の損害が金銭的に直接算定され得る形で生じたのであれば、その補償の負担

を求めていくことになると思いますが、そうでなければ環境の復旧を協議していくことに

なるものと考えます。 

今回、隣市で地下水位の低下という予想外の出来事が発生しました。大湫町で起きたこと

は本町で起きないわけではありませんので、先んじて、常に事態を想像し検討しておくこと

が必要と考えております。そこで、まずは事案を発生させないための対策が重要になってま

いります。県審査会の議論によりますと、現在までのところ、地下水位の低下の恐れが想定

される場所では、事前に観測井を増やすモニタリングの増設やボーリングコア、電気探査等

による地質や地下水の分布把握、といった意見や水平ボーリングによる地質や地下水の先

行確認、といった提示がなされたとの認識です。次に、あってはなりませんが、事案の発生

したときの対策としては、トンネル内湧水量の推移データの採取や即時の工事中断、根拠あ

る科学的推定による原因究明と湧水量を減らす対策、地元に対する即時かつ確実な説明と

ともに、応急対策は必要、とはいえ拙速でなく住民の意向を尊重した安定的な水源確保、と

いった意見がなされたと認識しております。この２つの対策は、今後の県審査会における判

断も踏まえ、本町として必要なことはしっかりと整理、想定しておきたいと思いますし、Ｊ

Ｒ東海に対応を求めることや町民の皆様に知っていただきたいことについては、適宜、適切

にお知らせしてまいります。 

最後に大きく２つ目、発生土置き場計画の協議方針についてお答えいたします。本町の置

き場計画に対するＪＲ東海との協議に臨む方針については、既に説明会等で具体的な項目

をお示ししており、その実現に向けて協議交渉していくのが私の立場でございます。ご承知
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のとおり、県内のリニアトンネル工事は順次、契約・着工が進んでおり、これから掘削工事

が本格化してこれば、各地至るところで同時に発生土が生じることになると思われます。も

ちろん答申や方針に沿い、安全性をしっかり確保し、住民の皆様や自然環境等への影響をで

きるだけ小さくするための協議交渉を進めたいと考えておりますが、沿線自治体では基本

的に、当地の発生土を受け入れながら進められているのが実情でございます。従って本町の

メリット、デメリット追求だけの協議交渉ではなかなか解決が難しいと思いますので、複合

的な視点を持ちながら協議に臨んでまいりたいと考えております。 

 

○鈴木議員 

 今は一時中断しているということで、これからの話になってくるのですが、今のご回答の

中で２つだけ確認したいんですが、１つが湿地についてです。重要湿地ということで、一番

はとにかく水枯れを起こさないようにしてもらえればそれが一番。ただし、起きた時に先ほ

どの町長の説明だと、金銭的換算ができないということで、復活させるとか、そういった交

渉になります、ということだったんで、できればやはり起こさせない、ということに注視し

て対応していただきたいと思います。瑞浪のトンネル工事計画書を読みますと、150ｍぐら

いのところをトンネルが通過するので、20mとか 30mの井戸には影響を与えませんと明確に

書いてある。それでもやっぱり起きたということですので、やはり事前調査の不足というの

は否めないと思います。東京から名古屋まですごい長い距離なので、細かくやるというのは

難しい話なのですが、結局事故が起きれば大湫のようにものすごい細かい調査をしている

わけです。ですから、そこまではいかないにしても、やはり事前調査を十分にしてください、

というお願いをしていただきたい。 

それからもう１つ、先ほど受け入れを前提に交渉する、という話がありましたが、以前か

ら色々な方が言っているのですが、ＪＲ東海はあくまで残土を置きたいというお願いをし

ているのであって、公的に置かなければいけないとか、そういうものは一切ない。それはも

う何回も言っていますので、たぶん町長もご存じだとは思うのですが、そこのところはどう

なのでしょうか。やはり皆さんの気持ちからすると、受け入れる必要ないよね、なぜ受け入

れるのか、というのが一番腹に入っていない。そこについてご回答いただきたいと思います。 

 

○町長 

 まず湿地の関係でございますけれども、議員ご指摘のとおり、水枯れを起こさないという

こと、これはもう大前提でございまして、補償の話等は諸々申しましたけれども、まずは起

こさないようにしなければならないということ、最善の努力でもって、その部分を防止でき

るのであれば、その対策はしっかりやっていかなければならないと認識しております。瑞浪

でそのような状況の中で今、事案が発生しておりますので、その対応あるいは県審査会の検

証等を含めて、その内容についてしっかり精査をしながら、御嵩地内で案件が発生しないと

いうことを前提に、そのような対策を今後しっかりしていくとともに、協議を進めていきた

いと思っております。 

２つ目、発生土の受け入れを前提にということについて、受け入れる必要はないのでは、

ということでございますけれども、元々ＪＲ東海の計画により既に事業が進んでいる状態

でございますけれども、元々の計画が発生土の有効活用ということで、先ほどメリット等の

話もございましたけれども、そういったことも含めて事案は進んでいるところでございま

す。町としても、その計画に基づきながら進めていますけれども、何が協議案件になり、そ

して、自然環境の保護という話もございますので、そういったことを保護しつつ、どの程度

の盛土の範囲とするのか、そういったことをＪＲ東海とまさに交渉の中で議論していくこ

とになっていくと思いますので、その点をしっかり把握しながら、前提となっている部分、

答申でいただいた内容などをしっかり把握しながら協議を進めていきたいと思っておりま

す。 
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○鈴木議員 

 重要湿地についてはおっしゃるとおり、まず起こさないということでお願いします。それ

から、残土の受け入れについては今後の交渉ということですが、御嵩町のスタンスとして、

説明会でも意見がありましたが、候補地Ｂには受け入れないとすることで重要湿地を守っ

た町長になるのか、あるいはつぶした町長になるのか、ちょうど瀬戸際です、というお話も

ありました。ぜひその辺は念頭に置いて交渉をお願いしたいと思います。 

 

 

岡本隆子議員からの一般質問 

【リニアトンネル発生土置き場計画について今後の協議方針について】 

 

〇岡本議員 

 リニア発生土置き場計画について、今後の協議方針について、地元や町全体での説明会の

開催を地元の「上之郷地区リニアトンネル残土を考える会」からの要望や、私と鈴木秀和議

員からの要望、そして上之郷自治会長会からの要望というものがあってか、美佐野地区、次

月地区、上之郷自治会長に続き、先般９月７日に全町民を対象にして、「リニア事業(地下水

源、発生土置き場など)に関する説明、意見交換会」を開催されたことを評価したいと思い

ます。そして、今後も節目ごとに説明会の開催をお願いしたいと思っています。 

町長はリニア発生土置き場計画審議会の答申を受けて、ＪＲ東海との協議方針を決定さ

れ公表されました。協議方針は、要対策土については町有地である候補地Ｂへの搬入を認め

ない。盛土計画については安全性の確保およびその担保について協議する。町主導による安

全性のチェック、監視体制の構築をＪＲ東海と協議する。発生土置き場計画地と環境保全に

ついては、希少種の保全で改善できる点を積み重ね、一定程度保全が確保されることを前提

に受け入れはやむを得ないとするというものです。さて、美佐野・次月地区、それから上之

郷自治会長会、全町民、この４回の説明会で住民の方からはどのような意見が出されたので

しょうか。これまでの説明会で出た意見を協議方針に反映させていただきたいと思います

が、町長の見解を伺います。 

 

○町長 

リニア発生土置き場計画に関しては、一昨年のフォーラム、昨年度の計画審議会では様々

なご意見、ご議論をいただいてまいりました。フォーラムは自由参加にて町民の皆様に、審

議会は地元の皆様を代表する方、町民あるいは各種団体の代表の方に加えて、有識者の皆様

などに委員としてご参加いただき、厚みのある議論を尽くしていただきました。令和６年２

月、審議会より答申を受け取り、町の尊重すべき方針が示されたものとは思いましたが、あ

のような全面公開で、報道含め傍聴人が多数おり、賛否も激しい議論の場ではなかなか自分

の意見を述べにくいといった声も聞こえてまいりましたので、以降、地元の方を中心に、答

申の内容説明とあわせて個別皆様の意見を聞いて回ったわけでございます。多くの皆様の

声は、答申の内容に理解を示され、この問題は、環境に配慮しつつ安全性をしっかり確保し

解決に向けて進めてほしいという内容であることが確認できましたので、概ね答申の内容

に沿った形で今年５月に町の協議方針を発表させていただきました。この協議方針をＪＲ

東海に伝達し、これから協議を始める矢先に、隣の瑞浪市大湫町でトンネル掘削工事の影響

と思われる地下水位の低下事案が発生いたしました。事案の内容や原因究明、対策が明らか

になるまでは本町においても住民不安が高まりかねないと考え、まずはいったん協議の一

時中断を行っているところでございます。本事案に関しては、県が環境影響評価審査会地盤

委員会で扱うなど事態解決に向けた議論のリードを取っていただいており、心強く感じて

おりますが、本町としましてもリニア沿線市町としっかり情報共有しながら進めていくと

いうことで、互いの連携を持って議論の進みを注視しているところでございます。また、今

後の町内工区のトンネル掘削工事に備えて、リニア本線付近で使われる井戸水等の地下水
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利用把握調査も実施しております。置き場計画の協議は一時中断しておりますが、地元の皆

様の中には地下水位の低下事案への不安や協議方針に関する確認をしたい方、あるいは地

元の自治会長様の元に問い合わせされる方がいる可能性を考え、７月末から８月上旬にか

けて、美佐野と次月自治会の皆様、上之郷地区自治会長様を対象に現在の状況を知っていた

だき、意見交換する場を設けさせていただきました。その中で、「広く町民向けにも同様の

場を設けたらどうか」「地下水位の正確な低下状況を知りたい」「協議の状況がどのような状

態にあるのか」などのご意見もあったことから、先日９月７日にそういった場を設けさせて

いただきました。 

こういった説明や意見交換を開催する中では、ＪＲ東海との協議方針に関して「要対策土

の受入れを認めないことを貫徹するべき」「災害の激甚化に備えた計画とするべき」「施工中

含め盛土の崩壊防止対策をしっかりするべき」「湿地の重要性をよく認識し保全に努めてほ

しい」「町主導による安全確認や検査体制を取るべき」などといったご質問やご意見をいた

だきました。また、地下水位の低下事案に関して「地下水の利用把握は重要であり個々の意

見を聞いて尊重してほしい」「水枯れや水質変化は大きな問題でありＪＲ東海にはしっかり

対応してほしい」「原因究明を踏まえた事前確認が必要である」「事案発生時の連絡報告など

ＪＲ東海の対応に問題があり今後の不安がある」などといったご質問やご意見をいただき

ました。本町が示すＪＲ東海との協議方針の実現は、このようなご意見にできる限り応えて

いくものと考えております。特に、安全性の確保は最大に重視する部分であり、協議再開の

折にはしっかりと伝えてまいります。地下水位の低下事案に関しては、もう少し事態の推移

や議論の行方を見定める必要があると考えております。本町でも決して起きないとは言え

ませんので、先んじて、常に事態を想像し検討しておくことが必要だと考えております。 

いただいたご意見はしっかりと整理し、来るべき協議に反映するものを検討・準備しておく

とともに、地下水の利用把握水位調査など本町が主体的に準備できる部分を取り掛かって

まいります。 

 

○岡本議員 

 私は美佐野地区と次月地区、それから上之郷自治会長への説明会には出席しておりませ

んので、そちらでどういう意見が出たかは分かりませんけれども、９月７日の全町民を対象

にした説明会には参加いたしまして、町長がおっしゃったような質問が出てきたと思うの

ですが、その中で町長が答えていらっしゃらないことについて再度確認したいと思います

ので、お願いいたします。 

１点目ですけれども、説明会の資料についてですけれども、町から配布された資料の中で、

ハナノキ植生エリアを囲った図の資料があるんですけれども、これと審議会などで出た資

料などと見比べますと、本当に小さな丸で囲ってあるだけなんですね。概要図面とはいえ、

町民に向けて初めて説明会を開くにあたり、こういったいかにもハナノキがここにしかな

いというような印象を受けるのですが、なんかそれって町民に対して誠実にちゃんと情報

を伝えられているとは思えない。あまりにも出された資料が不正確ではないかと思うんで

すね。ハナノキも少なく見せようとしているのではないかと思えてしまうんですが、この資

料の出し方について町長はどういうご見解でしょうか。 

 

○町長 

 出された資料はあくまでもメインは配置というイメージをしておりますので、当然、重要

湿地やハナノキの部分は認識をしておりますし、必要であれば資料として別途細かく記し

たものを出すべきだという認識ではおりますので、そこにご見解の相違があったというこ

とであれば申し訳ございません。 

 

○岡本議員 

 配置のイメージとはいえ、湿地勉強会の際に出された資料ではハナノキの位置はもう少
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し正確にたくさん書かれているので、やはりこういった説明会においては、ある程度、正確

な資料を今後出していただけたらありがたいと思います。 

それから次の質問ですけれども、質問の中で、候補地Ａ、Ｂを守ってほしいとか、少なく

ともＢには受け入れないでほしいという意見も出てたんですが、これについては町長から

お答えがなかったように思うんですが、どうお考えでしょうか。 

 

○町長 

 今後の協議の内容に入っていく部分ではございますが、審議会で様々な意見が出まして、

そして答申をいただきました。その中で重要湿地については、どこまで土を搬入するかとい

う部分について、やむを得ないとする部分なのか、あるいは一切認めないとする部分なのか、

という部分の判断については町長一任をされたという認識でおります。その判断について、

やむを得ないということで受け入れに関して全否定するものではございませんという判断

をさせていただきました。ただ、その範囲については今後、協議の中で進めていくというこ

とになりますので、その見解は変わらないということで、そのような対応、発言をさせてい

ただきました。 

 

○岡本議員 

 町長一任ということですが、審議会の答申も両論併記ということでどちらを選択される

のか、ということなんですが、候補地Ｂについては町有地ですので、町長の判断で守ること

もできると私は思いますので、こちらは町長に何度もご答弁いただいてますけれども、本当

にここは埋め立てないで守っていただきたいと思っています。 

それから、候補地Ａ、Ｂの湿地の保全方法についての質問の中で、移植・播種については、

静岡では実験をして失敗しているという質問が出たと思うんですね。これに対して町は、Ｊ

Ｒ東海と共通認識を持って協議しながら進めていく、という答えだったと思うんですけど

も、私は、町有地であっても民有地であっても保全は町が主体的にやらなければいけないと

思います。ＪＲ東海と協議し、ＪＲ東海に任せきりではなくて、町が主体的にどう守ってい

くかというところを出していかないといけないと思うんですが、湿地を守ってほしいとい

う声もいくつか出てたと思うんですが、この辺りの町長のご見解をお伺いします。 

 

○町長 

 移植・播種について、なかなか根付かないという部分も意見、実情としてお聞きする部分

ではありますけれども、その部分についてしっかりと町とＪＲ東海が保護する、あるいは大

切なものだということを共通認識として持っていく必要があるということをお知らせさせ

ていただきました。その上で、町主導ということに関しましては、あくまでも安全確認とか、

検査体制っていう部分にはなりますけれども、今後のチェック体制であるとか、そういう部

分を町主導で作成し管理していくことも検討していきます、という発言をさせていたのは

そういう理由でございます。 

 

○岡本議員 

 今後のチェック体制とか管理体制、それを町主導でやっていく、そこのところは分かりま

す。重要湿地の保全に関しては、やはり御嵩町は環境基本条例と希少野生生物保護条例のも

とに則って、確実な環境行政を進めていただかないといけないと思うのです。そこのところ

の主導性ということを主体的にと私は思うわけでして、環境行政は私有地であっても及ぶ

わけです。私有地だから手が出せなくて何をやってもいいというものではなくて、事業者も

当然に努めなければいけないということがうたってあるわけですから、そこは条例に合致

した行政をすべきだと思いますので、ここは強く町長にお願いしたいと思います。ですから、

町が主体的に保護するということについての主体性について、町長はどうお考えですか。こ

れはＪＲ東海任せではいけないと思うんです。町長のご見解をお願いします。 
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○町長 

 様々な意見が出されたというのは認識しておりますし、説明会の中でも、その前の審議会

の中でもご議論いただいた部分だと認識しております。当然、町としてもその認識をしっか

り持って進めていかなければならないと思っておりますけれども、その範囲であったり、ど

こまで、どのように、という具体的な話については協議の中に入っていくと思いますので、

そういう認識で取り組んでいきたいと思っています。 

 

○岡本議員 

 しっかり町が主体的に動いていただきたい、環境行政をやっていただきたいと思います。 

次ですけれども、盛土のり面についての不安という質問が出てまして、土岐砂礫層なので

非常にのり面が崩れやすいということで、地元に不安があると思うので、これについて専門

家にも聞いてほしいという意見もありました。これについては対応して報告をしていただ

きたいと思うのですがどうでしょうか。 

 

○町長 

 盛土の関係につきましては、専門の方というお話もございました。当然、盛土をする部分

については、既に高盛土委員会の評価を得ている部分でございます。その中で専門的な委員

のご意見、あるいは見解が入った上で、「了」という結論が出ていると認識しております。

ただ、安全性をさらに求めるという意見等々は、その後についてもご承知のとおり言われま

したし、ご意見述べられる方もたくさんみえましたので、その部分については留意しながら

やっていかなければならないという認識でおります。 

 

○岡本議員 

 高盛土委員会からの評価書の中で「土岐砂礫層によるのり面は、雨水等の浸食に起因した

表層崩壊を生じることが多い。土岐砂礫層によるのり面は、小段谷側を含めて適切な表層保

護工が必要である」と書いてあります。ここら辺を地元の方も不安に思ってみえると思いま

すので、しっかり不安を払拭していただけるような対応をお願いしたいと思います。 

最後に説明会を今後も開いてほしいというご意見がありました。今回、私が想像していた

よりも大勢の方が参加されたということと、フォーラムや審議会で傍聴されてなかった方

が参加されていたというのが私の印象です。やっぱり住民の方にはとても不安が強かった

という、新聞でもそのような報道があったわけですけれども、今後、説明会をまた開いてほ

しいという意見がありましたが、協議の途中で、途中経過を適時開催していただきたいと思

うのですけれども、その点についてご見解をお聞かせください。 

 

○町長 

 今は中断しておりますけれども、これから協議に入ってまいります。協議に入りますと、

いろんな総括的な話の中で、ひとつの事象だけではなく、いろんなところを絡めて様々な角

度から協議をしていくことになってくるかと思います。その途中途中でなかなか切り取っ

てお伝えするということは難しいと認識しておりますので、大まかな方向性が出て、皆さん

にお伝えできるという段階になった時点では、しっかりお伝えし進めていきたいとい思っ

ております。 

 

○岡本議員 

 切り取って途中途中で報告するというのは難しいということなんですが、確かに中間報

告みたいなのは難しいかなとは思いますけども、議会に対しては、そのあたりのことも説明

をしていただきたいと思いますし、当然、町民にも大まかな方向性を、途中途中のその都度

ではなくても、適時説明会を開いていただきたいと思います。 


